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１ 計画改定の背景と目的

２

〇 建築物は、人々の生活や社会経済活動の基盤であると同時に、

市街地を構成する主要な要素であり、その安全性を確保すること

は、都民の生命、財産、健康の保護を図るとともに、災害に強く

安全で快適な都市をつくる上で極めて重要である。

〇 都は建築物の安全確保に向けて、都内特定行政庁や指定確認検

査機関、消防、警察等の関係機関、建築関係団体等と連携して、

建築規制の実効性の確保を図るための取組を計画的に実施するた

め、国の技術的助言（平成22年5月17日付）を踏まえ、平成

23年1月に「東京都建築安全マネジメント計画」を策定した。

以降、社会情勢等の変化に対応できるよう、おおむね5年ごとに

計画を見直すこととし、平成28年4月に計画の改定を行った。

〇 近年、共同住宅における工事監理の不徹底等による違反事案が

発覚したほか、大規模風水害が頻発し、建築物の浸水被害等が生

じており、対策が急務となっている。

また、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会状況の変化

や、デジタル化の急速な進展などに伴う新たな課題にも迅速かつ

柔軟に対応していくことが求められている。

〇 こうした状況を踏まえ、計画の取組状況を把握・検証し、従来

の取組内容について充実を図るなど、必要な見直しを行うととも

に、デジタル化の進展や新型コロナ危機を契機とした今後の都市

づくりの方向性にも対応し、新たな取組を追加するなど、「東京

都建築安全マネジメント計画」を改定し、行政運営の効率化と都

民サービスの向上を図りつつ、建築物の安全性の確保に向けた取

組を計画的かつ総合的に推進する。
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２ 計画の位置付けと計画期間

〔計画の位置付け〕

〇 本計画は、改訂版建築行政マネジメント計画策定指針（令和2

年2月5日付）を踏まえ、都が広域自治体として、また、特定行

政庁の立場で、建築物の安全性の確保を図るために推進すべき

施策等を定めるものである。

〇 本計画は、都内の特定行政庁である区市がそれぞれの建築行政

マネジメント計画を策定する際の指針となるものであり、都内

を業務区域とする指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判

定機関が建築確認手続等の運用改善推進計画書※を策定する際の

参考となるものである。

〇 本計画の対象は、建築物に関する法令（建築基準法、建築士法、

建設業法、バリアフリー法等）に基づく制度など、建築物の安

全・安心の確保及び向上に関する取組とする。

なお、耐震改修促進法に基づく建築物の耐震化など、地震に対

する安全対策については、「東京都耐震改修促進計画」によるこ

ととする。

〔計画期間〕

〇 本計画の実施期間は、令和３年度から令和7年度までの5年間

とする。

計画の位置付け

※： 国土交通省の建築行政マネジメント策定指針に基づき、指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関が建築確認や構造計算適合性判定に係る審査・判定の迅速化及び審
査過程のマネジメントについて作成する計画３
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１ 建築行政に関する最近の主な動向等

■ 建築確認・検査

〇 近年、都内の建築確認の件数は、年間5万件弱で推移している。

〇 平成11年に建築確認審査・検査が民間の指定確認検査機関に開

放されて以降、同機関による建築確認の割合は年々増加し、近年

では95％程度となっており、建築行政の実効性の確保に向けた民

間指定確認検査機関との連携体制の確立や都職員の技術力の維

持・向上が課題となっている。

〇 近年の中間検査及び完了検査の受検率はおおむね９５％超で推移

している。

〇 都内の完了検査率は、平成20年度に約86％であったものが平成

30年度には約97％に達する等の成果を得た。引き続き、確実な受

検に向けた取組を実施していく必要がある。

※ 都所管の建築物の検査受検率：

平成30年度：完了検査率：約97%・中間検査率：約98％

中間検査率・完了検査率の推移
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１ 建築行政に関する最近の主な動向等

６

■ 定期報告

〇 現在、都内の定期報告の対象となる特定建築物※は、約6万5千

棟存在する。

〇 近年、都内の定期調査・定期検査報告率は、特定建築物が75％

前後、建築設備が80%弱、昇降機等が95％前後で推移している。

〇 平成28年度から開始した防火設備定期報告について、都内の報

告率は、令和元年度で45％程度、都所管の報告率は60%程度と

なっている。

〇 防火設備については、特定建築物定期報告等を活用し、建物所有

者又は管理者（以下「建物所有者等」という。）への制度の周知や

対象防火設備の有無の把握に取り組んでいるが、報告対象に該当す

るか不明な建物が一定数存在する。

〇 そのため、防火設備定期検査の対象建築物の精査と建物所有者等

に対し制度を普及していく必要がある。
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１ 建築行政に関する最近の主な動向等

■ 共同住宅仕様不適合事案の発生
〇 平成30年４月以降、共同住宅に係る界壁、外壁及び天井の法定
仕様への不適合事案が相次いで発覚した。

〇 特定行政庁として、是正指導を継続的に行うとともに、同様な違
反建築物の発生を防止するために、中間検査、完了検査、工事監理
の徹底や国・特定行政庁間で違反情報の早期共有による不適合事案
の拡大防止や迅速な違反特定、違反是正の指導状況等の共有が課題
となっている。

（事案の概要）

①平成30年４月及び５月発覚

• 小屋裏等の界壁が施工されていない、又は界壁に隙間があると
いった施工不備

②平成31年２月及び５月に発覚

• 界壁、外壁及び天井の仕様が建築基準法又は国土交通大臣の認定
で定められた仕様と異なるといった仕様規定違反

■ 建築基準法改正への対応

〇 平成30年の建築基準法改正の目的の一つに「既存建築ストック
の活用」が掲げられ、小規模建物の福祉施設等への用途変更に際し、
手続の合理化が図られ、床面積200㎡以内の特殊建築物の用途変更
は確認申請が不要となった。

〇 確認申請が不要となる小規模な用途変更を行う建築物の把握、適
法な用途変更及び適切な維持管理の徹底が課題となっている。

出典：小規模建郁物の用途変更に際しての注意喚起リーフレット（国土交通省）

７

界壁イメージ

屋根部分

補修工事部分
(界壁新設)

水平構面
(屋根面)

住戸間
界壁

出典：第１回共同住宅の建築時の品質管理のあり方に関する検討会(H31.3)参考資料
（国土交通省）
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１ 建築行政に関する最近の主な動向等

８

■ 東京都建築安全条例の改正

〇 国においては、建築基準法の改正（平成30年法律第67号）や建

築士法の改正（平成30年法律第93号）が行われるとともに、東京

都においても法改正や社会情勢等の変化に対応し、東京都建築安

全条例の改正を随時行った。

（東京都建築安全条例の主な改正）

・大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備基準の見直し

（H28.10）

駐車場法施行令の改正により、路外駐車場の換気装置に係る基準が

緩和されたことを踏まえ、東京都建築安全条例の大規模の自動車

車庫又は自動車駐車場に設ける換気設備の基準を緩和

・大規模長屋の主要な出入口と道路との関係等の見直し

（H30.10）

近年、大規模かつ狭小な住戸から成る長屋が建設されるようになり、

居住者の避難などが懸念されていることなどから、円滑な避難を

確保する等の観点から敷地内の通路幅などについて規制を強化

・建築基準法改正に伴う規制の合理化等（R1.12）

ストック活用を目的として小規模建築物に係る規制の合理化を行っ

た平成30年の法改正を受け、避難階における直通階段から出口へ

の経路を、耐火構造などで区画された通路としなくてはならないと

ころ、間仕切壁などで区画することができるなど、規制を合理化

【改正前】

長屋の主要な出入口と道路との関係（H30.10）

【改正後】

建築基準法改正に伴う規制の合理化等（R1.12）
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２ 社会情勢の変化と新たな課題

※ BIM：「Building Information Modeling」の略称。コンピューター上に作成した主に3次元の形状情報に加え、室等の名称・面積、材料・部材の使用・性能、仕上げ等、建物
の属性情報を併せ持つ建物情報モデルを構築するシステム（次ページ参照）

〇 新型コロナウイルス感染症を契機として、日本が世

界のデジタル化の潮流に大きく取り残されていること

が明らかとなった。

〇 一方で、人々が働き方の大きな変革を経験し、様々

な分野でデジタル化が進みつつあり、建築分野におい

てもこの流れを加速していくことが重要である。

〇 中でも、建築確認、定期報告等の建築行政手続は、

都民生活や経済活動を支える建築物の安全性を確保す

る上で重要な手続であることから、建築行政手続きの

デジタル化を進め、行政運営の効率化と都民サービス

の向上を図ることが必要である。

〇 また、確認審査・検査事務の効率化、施工作業員へ

の工事内容説明の合理化による事故の未然防止、建築

物の効率的な改修計画の策定等による適切な維持管理

などが期待できるBIM※の活用を促進する必要がある。

(１) デジタル化への対応

国政 都政

〇「行政手続等における情報通信技術
の利用に関する法律」(H14)
行政手続のデジタル化に関する基本原
則及び行政手続の原則オンライン化の
ために必要な事項等を規定

〇「未来投資戦略」(H30.6閣議決定)
建築関係手続のオンラインによる簡素
化、インフラ管理の高度化として建設
プロセスへのICTの全面的な活用等を推
進 など

〇「令和２年度革新的事業活動に関
する実行計画」(R2.7閣議決定)
令和4年度からの「BIMによる建築確認
申請の推進」を目標としている。

〇 規制改革推進会議(R2.10)
行政手続での書面や押印、対面でのや
り取りの撤廃に向けた法改正を目指す
方針が示された。

〇 首相所信表明(R2.10)
行政のデジタル化など規制改革を
強力に推進していくため、デジタ
ル庁の設立が言及された。

〇「未来の東京戦略ビジョン」(R1.12)
「戦略10 スマート東京・TOKYO Data 
Highway」で、行政のデジタル化を強力
に推進

【2030年に向けた政策目標】
行政手続のデジタル化(オンライン申

請等)
100％申請可能

〇「スマート東京実施戦略」(R2.2)

スマート東京実現を支えるデジタルツイ
ンの推進に向け、都市の３Dマップ化に
向けた検討を位置付け

〇「新型コロナウイルス感染症を乗り
越えるためのロードマップ」
(R2.5)
都の行政手続をデジタル化し、デジタ
ルガバメントを推進することが示され
た。

〇「東京デジタルファースト条例」へ
の改正(R2.10)
デジタル原則、ワンスオンリー原則、
コネクテッド・ワンストップ原則を基
本原則とするデジタルファーストを旨
として、行政手続のデジタル化を推進

【行政の動き】

※デジタル原則：個々の手続・サービスが一貫してデ
ジタルで完結

※ワンスオンリー原則：一度提出した情報は、二度提
出する必要がない。

※コネクテッド・ワンストップ原則：複数の手続・
サービスが一箇所で実現

９
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■ BIMについて

設計段階 ・発注者と設計者との合意形成の円滑化（３Ｄモデルの活

用）

・設計図面間の整合性の確保（意匠・構造・設備、様々な図

面等）

・各分野の設計作業を整合性確保しながら同時平行的に推

進・省力化

・概算コスト算出の迅速化・精度向上（過去事例の蓄積）

・温熱環境・遮音性能等シミュレーションによる設計効率化

（他ソフトウェアとの連携）

・建築確認の審査者の審査の効率化・迅速化（３Ｄモデルの

活用）

施工段階 ・施工図面間の整合性の確保（建築工事と設備工事等）

・施工関係者間の合意形成の円滑化（３Ｄモデルの活用）

・施工工程・コスト管理の精度向上（デジタル情報の活用）

・設計者から施工者への設計内容の説明の円滑化（３Ｄモデ

ルの活用）

・施工作業員への工事内容説明の合理化、ミスの抑制（３Ｄ

モデルの活用）

・現場検査の効率化（３Ｄモデルの活用）

維持管理

段階

・空間のレイアウト等変更について、所有者とテナント入居

者との合意形成の円滑化（３Ｄモデルの活用）

・設計・施工段階の情報（設備等の耐用年数等）や、維持管

理段階の情報（点検・修繕の記録等）の統合によるデータ

ベース化

・統合データベースを活用した効率的な改修等計画の策定・

実施、改修時の設計者・施工者による内部構造等把握の効

率化

・統合データベースとセンサー等の機器を連動させることに

よる高度な施設管理の実現、定期報告等への活用

■ BIM活用による将来像

出典：建築BIM推進会議「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に
関するガイドライン」

■ 設計～維持管理各プロセスでのBIM活用のメリット
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(２) 用途変更等への対応

出典：「「国土の長期展望」中間のとりまとめ」（令和2年10月）国土審議会計画推進部会・国土の長期展望専門委員会

全国及び東京圏のテレワーク利用率

「大都市圏オフィス需要調査2020春」（ザイマックス不動産総合研究所）
対象企業：東京23区、名古屋市、大阪市、福岡市、その他 サンプル数約1,795

〇 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、テレワークが

進展するなど職住近接や住宅地でのシェアオフィス等のニーズが

高まり、働く場と居住の場の融合が起こっていく可能性が指摘さ

れている。

〇 また、オフィス需要の変化により、老朽化した中小ビルやゆと

り空間の少ないビルなど、競争力の弱いオフィスには、余剰が発

生するおそれも指摘されている。

〇 こうした状況の変化に対応し、建物の用途変更やリノベーショ

ン等を進め、ストックの有効活用を図っていくことが重要である

が、建築基準法等による建築規制が障害となる場合がある。

〇 ポストコロナを見据え、社会ニーズの変化に応じて用途変更等

を柔軟に行えるよう、防火・避難上の安全性等の確保に配慮しつ

つ、建築規制の合理化を図るなどの検討を行っていく必要がある。

11
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■ 用途転用の事例

出典：「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会」第2回資料（R2.11）国土交通省

・需要のミスマッチ解消 ニーズの低下した施設をニーズの高い新
施設に再生

・機能・性能の向上 リノベーションを伴う事で、最新機能・
性能を取り込める。

・建設コストの低減 新築に比べ建設コストの低減が図れる。

・工期短縮 新築に比べ工期の短縮が図れる。

・利用可能な残存期間 新築に比べ利用可能な残存期間は短い。

・設計上の制約 既存施設の活用のため、設計の自由度は
新築よりも狭まる。

・関係法規への適合 建築基準法、東京都建築安全条例などの
規定への適合が困難になる場合がある。

・用途変更による効果 ・用途変更の課題
■ 用途変更の効果と課題
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〇 近年、大規模水害が相次いで発生しており、令和元年の東日本台風（台風第19号）では、首都圏の高層マンションの地下部分に設置さ

れていた高圧受変電設備が冠水し、一週間以上電気や水道などのライフラインが使用不能となる被害が発生した。また、都内の避難者が最

大で7万人を超える規模となった。

〇 同年に発生した房総半島台風（台風第15号）では、伊豆諸島や関東地方南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となった。特に、風について

は、多くの地点で観測史上１位の最大風速や最大瞬間風速を観測し、記録的な暴風となった。これにより、ゴルフ練習場の鉄柱の転倒や住

宅の屋根瓦が飛散する等の被害が発生した。

〇 今後、地球温暖化に伴う気候変動による降雨量の増大により、災害リスクはますます高まる。大規模水害に対応するために、インフラ整

備と併せて建物側での対応も必要である。

〇 また、強風により構造部材の転倒や瓦等が飛散した場合、近隣にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、建築物等の強風対策が必要で

ある。

(３) 風水害への対応
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↑台風15号によるゴルフ練習場鉄柱の転倒状況
出典：「令和元年台風第15号及び 第19号に伴う強風よるゴ
ルフ練習場のゴルフ練習場の鉄柱の被害 現地調査報告」国土
交通省

↓台風15号による瓦屋根被害
出典：「令和元年房総半島台風
を踏まえた建築物の強風対策の
方向性」国土交通省

←台風19号による浸水被害
出典：「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」

資料編
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